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意法施行70年 意法とは何か- 9条、 13条、 20条についての若干の考察一 

The Constitution of Japan After 70 Years :
What is the Meaning of Articles 9, 13 and 20 ? 

小 南 浩 -* 
KOMINAMI Koichi 

今年 (2017年) は意法施行70年にあたる。 一度も改正されるこ とのなかった意法ではあるが、 意法改正を政治目標に掲

げる安倍政権によって、 意法をめぐる政治状況は大き く動いている。 小論はあらためて意法とは何かを考察する。 分析の

視点は以下の 4 点である。

1 意法の本質である立意主義について、 自民党意法改正草案との比較を通じて考察する。 その際、 特に近代立意主義の

核心と もし うべき意法第13条についてあらためて考察する。 

2 意法改正論者の主張する所言青 「押しつけ論」 について、 その妥当性を検証し、 9 つの視点から反論を試み

3 改正論の最大のターゲッ ト である意法第 9 条について、 その歴史性、 理念、 普遍性などを多面的に論じた

た

0 

c 

4 首相による靖国神社参拝問題を以下の 3 つの角度から論じた。 ①意法20条との関係、 政治と宗教との関係、 ②中国や

韓国などの反発に見られる外交上の問題、 ③死者を悼むとはどう いう こ とかという信仰、 慰霊の問題。 

キーワード : 日本国憲法、 押しつけ論、 意法第 9 条、 個人の尊重、 靖国参拝

Key words : The Constitution of Japan, imposed constitution, Article 9, individual rights, Yasukuni Shrine visit 

1 , はじめに
今年 (2017年) は意法施行70年にあたる。 人間でいえ
ば古希を迎えたこ とになる。 戦後、 意法改正を党是とす

る自民党長期政権のもと、 意法改正に関する様々な議論

や運動、 あるいは 「押しつけ」 た当のアメ リ カによ る改

憲圧力にもかかわらず、 憲法は一度も改正されなかつ

その理由は何か。 

た 0 

310万人の自国民の犠牲者を出した、 また2000万人以
上のアジアの人たち を死に追いやったアジア太平洋戦争

のよう な戦争は二度と しないという 決意 (前文及び第 9 
条) を当時の多 く の人々が持ち、 またその記憶が受け継
がれてきたからであろう か。 あるいは、 改意論者渡辺美

智雄がかつて言ったよう に、 無理矢理押しつけられた女

房 (意法) ではあったが、 長年連れ添えば、 それなりに
愛着もわく という こ となのか* '。
小論は、 この節目の年にあらためて意法とは何かを歴

史的な視点を含めて再考する。 また、 改意論の根拠と さ

れる GHQ 「押しつけ論」 についても考察する。 さ らに、
近代立意主義の中核思想である第13条、 また、 改意派の
最大のターゲッ ト と される第 9条、 そ して、 中曽根 ・ 小

泉 ・ 安倍首相に見られる靖国神社参拝問題をめぐる第20 
条について若干の考察を行う。 なぜ、 第 9条、 13条、 20 
条なのか。 これらの考察は、 ま さに 「戦後」 * 2 日本の70 
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年を問う こ とにつながるからである c 

2 , 安倍首相の 「功績」
戦後70年を経て、 今日ほど意法改正に関する議論がマ

ス コ ミ をはじめ世間を賑わせている時はない。 こ れはひ

とえに安倍首相の 「功績」 による。 幕末の同郷の英傑の

名を冠した宰相安倍晋三は、 これまた幕末の同郷吉田松

陰の引いた孟子 「自ら反みて縮く んば千万人といえども

吾ゆかん」 * 3 をモ ッ ト ーとする信念の人であるよう だ。 
父安倍音太郎ではな く 、 も ちろん父方の祖父安倍寛 * 4 
でもな く 、 「昭和の妖・I 」 と称された母方の祖父岸信介
の DNA を強く受け継ぐと される * 5 安倍首相の政治目標
は、 岸の悲願であった意法改正にある。 第一次安倍政権

はそう した安倍の政治心情を直裁に表現した。 日 く 「戦

後レジユームからの脱却」 である。 戦後レジユームとは

侵略戦争と植民地支配の反省の上に構想され、 平和と自

由と民主主義を基調とする日本国意法に具現化された日

本の在り方である。

安倍は敗戦後の占領政策によって、 自身の考える 「本

来の日本」 (世界に冠たる皇室を頂く 、 歴史と伝統ある
大和民族の日本国) が換骨奪胎されたと言う 。 「占領下
で教育基本法と憲法が成立し、 戦後体制が整った。 いま

だに続いているのは占領時代の残津だ」 * 6 また、 こ う も
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言っている 「占領時代の残津を払拭するこ とが必要です。 

占領時代につく られた教育基本法、 意法をつく りかえて

い く こ と、 それは精神的にも占領時代を終わらせるこ と

になる」 * 7。

同じ文脈で語られるのが、 安倍自民党が2012年総選挙
で打ち出した 「日本を、 取り戻す。」 という スローガン

である。 これは 「単に民主党政権から日本を取り戻すと

いう意味ではなく 、 戦後の歴史から、 日本という 国を日

本国民の手に取り戻す戦い」 * 8 だという 。 戦後の歴史と
はま さに戦後レジュームである。 そこから占領時代の残

津を除いた 「本来の日本」 を取り戻すという意味である。 

これに対 して、 「戦後日本」 を評価する側は、 安倍のい

う 「本来の日本」 とは、 戦前の大日本帝国 (その影に戦
犯岸信介が透けて見える) であって、 その安倍から 「日
本を、 取り戻す」 即ち、 日本国意法に具現化された価値

を守ろう とする。 一方、 辺野古基地移設に反対する翁長

沖系県知事は、 安倍の言う 「日本」 のなかに沖系 は入っ

ていないと批判している * 9。
いずれにせよ、 マス コ ミや国民の憲法に関する関心を

これほど高めた総理はいない。 なるほど1955年に結党さ

れた自民党の綱領には意法改正が掲げられていた。 しか

し、 1960年安保闘争後の池田内閣以降、 中曽根内閣を例
外に、 歴代の自民党政権は意法改正を政治目標に掲げる

こ とはなかった。 むし ろ田中角栄 * '°や宮澤喜一元首
相 * '' などのよう に、 日本国意法を積極的に評価した歴
代首相もいた。 

しかし、 安倍首相は先述の通り、 祖父岸信介の意法改

正にかける思いを代行するかのよう に、 強い意志と行動

力を持って憲法改正を大きな政治問題とするこ とに成功

した。

2005年に成立した第一次安倍政権は 「戦後レジユーム
からの脱却」 をめざし、 教育基本法の改正を実現し、 意

法改正に向けた国民投票法の成立にこぎ着けた。 これだ

けでも一内閣の業績と しては特質に値する。 第一次安倍

政権で発足した 「安全保障の法的基盤の再構築に関する

懇話会」 (安保法制懇と略称する) は、 集団的自衛権の
行使容認を目指したが、 首相退陣によって組織は残った

ものの、 その後、 一度も開催されるこ とはなかった。 次

の福田首相は意法改正など全 く 興味がなかったからであ

る。

「腹痛」 で前代未聞の退陣を強いられた安倍首相は、

2012年、 大方の予想を裏切って不死鳥のよう に復活し
た * '2。 中断していた安保法制懇も復活し、 集団的自衛
権の行使を認める答申を出させた。 も ちろん、 行使を認

めない法制局長官の首を車 って、 容認派の長官を据える

など周到な準備がなされた。 連立与党である 「平和の党」

公明党に対しては、 祖父岸信介以来の強烈な池田大作と

のパイ プを通じて、 説得に成功した。 多 く のメ ディ アが
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反対し、 SEALDs に代表される市民運動による数万人規
模の反対運動、 官邸デモ、 さては焼身自殺による抗議ま

で見られたが* '3、 安倍は信念に基づき、 反対者が多け
れば多いほど情熱をかき立てられるかのよう に邁進した

のであった。 そしてついに、 戦後初めて、 2014年 7 月
集団的自衛権の行使容認を閣議決定し、 2015年 9 月、

こ
、
そ

れに基づく 11本からなる安保法制を成立させたのである。 
ま さ に戦後、 どの総理もついにな しえなかった 9 条の

「無効化」 に成功した。 まさに歴史に残る 「大総理」 と

言えよう 0 

3 , 安倍首相の意法観 (無知と無恥)
安倍首相は最終日標である憲法改正に向けて、 当初は

改正手続きを定めた96条の改正を突破口にしよう と した。 
しかし、 これは改正のルール自体を変更して、 改正のハー

ドルを下げ、 本丸の 9 条を改正しよう とするその底意が
i秀けて見えて、 意法の専門家のみならず、 多 く の政治家
から 「裏口入学」 と し て批判された * '4。 その後、 軌道
修正し、 96条改正を封印して、 実質的な解釈改意へと向
かったのであった。

安倍は96条改正について問われ、 「 3 分の 1 をちよつ
と超える国会議員が反対をすれば、 指一本触れるこ とが

できないという こ とはおかしいだろう という常識であり

ます。 まずこ こから変えてい く べきではないかという の

が私の考え方だ」 と答弁している * '5。
これは、 3 分の 1 の国会議員を軽視する安倍の民主主

義観をよ く 表している。 同時に、 改正条項がなぜハード

ルが高いのか、 硬性意法の趣旨を全 く 理解していない。

2013年 3 月29 日の衆議院予算委貝会で当時の民主党小
西洋之議貝は、 安倍首相に対し日本国憲法の中で最も大

切な条文を挙げるよう切り出し、 「包括的な人権保障、

包括的な人権規定と言われる条文は何条ですか」 と質間

した。 こ れに答え られなかった安倍から 「 クイ ズのよう

な質間は生産的ではない」 「そう いう 子供つぼいこ とは

やめて」 と言われた。 また、 「芦部信喜さ んという 憲法

学者、 ご存知ですか」 との問いに、 安倍首相は、 「私は

存じ上げており ません」 と答えた。 「では、 高橋和之さ

ん、 あるいは佐藤幸治さんという意法学者はご存知です

か」 と重ねて質問したが、 安倍は 「中し訳あり ません、

私は余り、 意法学の権威ではございませんので、 学生で

あったこ と もございませんので、 存じ上げており ません」

と答弁した* '6。
憲法の日的が人権の保障にあり、 人権の保障を担保す

る核心的条項が意法13条の個人の尊重、 生命自由及び幸
福追求権であるこ とは、 大学での憲法授業のイロハであ

る。 筆者も憲法の授業の最初の時間に、 小西議貝と同じ

よ う な質問を学生にするが、 学生は答え られない。 ただ

し、 授業で強調するので学生は記憶に強く 残るこ とにな
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る。 歴代のどの総理よ り も強い意志と決意で意法改正を

めざす安倍首相にと って、 こんな質問は馬の耳に念仏か

と思いきや知らなかった。 13条どこ ろか、 芦部信喜など
の学者を知らなかったとはにわかに信じがたい。 少な く

と も安倍は成是奚大学法学部の出身でもある。 芦部憲法学

と も称される意法学の重鎮を知らないとは、 然とする。 

高橋和之補訂の芦部 『意法』 岩波書店は 6 版を重ねる意
法のテキス トの 「定番」 と言っても過言ではなく 、 意法

の授業で参考文献の第一に挙げられる書籍でもある * '7。 
これを知らないと堂々と国会で発言したこ とに私は愕然

と したが、 世間の反応は全 く 逆だった。 意法に対する無

恥をさ らけだした安倍に対する批判ではなく 、 こ う した

質問をした小西議貝側に批判が殺到し、小西議員のツイ ッ

タ一が炎上したという。 日 く 「貴重な質疑を、 相手を貶

めるよう な使い方をするのは売国に等しい」 「国民の為

になるよう な質間し ろよ。 く だらない事ばかり…。」 「俺

東大法だけど、 芦部とか初めて聞いたわ、 友達に聞いて

も、 誰も知らないけ ど、 戸一部知らないと何か困るのか」

等々 * '8。 こ れに筆者は再び驚愕するこ とになる。 安倍
の強さはこの無知と無恥にあるのではないか。

昨今、 反知性主義という言葉が1]宣伝されるが、 麻生元
首相の国語力 * '9 な ど、 日本の ト ッ プリ ーダーの知性以

前の基礎学力がおかし く なっている。 安倍が在学中、 成

是奚大学で政治思想史を教えていた加藤節教授は言う。 

「安倍さ んを表現すると き、 私は、 二つの 『ムチ』 に集

約できると思う のです。 一つは ignorant の 『無知』、 も

う 一つは shamelessの 『無恥』 です。 『無知』 について

いう と、 彼はまず歴史を知らない。 戦後の日本が築いて

きた歴史をふまえていないんです。 歴史をよ く 知らない

から、 そんなものは無視しても良いと考えているのでは

ないでし よう か ? 」 *2°。
2015年 9 月13日、 安倍の母校成際大学の現役生、 卒業

生が以下のよう な抗議声明を出している。 「私たち成際

大学後輩一同は、 あなたの安全保障関連法案における、

学問を愚弄し、 民主主義を否定する態度に怒り を覚え、

また政治学を学んだとはにわかに信じがたい無知さに同

窓生と して恥ずかし さ を禁じ得ません」 *2'。
とこ ろで、 13条とは国家は国民の生命 ・ 自由を守ると

いう 国家の第一の義務を銘記したものである。 と こ ろが

安倍政権は現行意法を敵視しているためか、 前述の小西

質問への答弁に見られるよう に13条に全く関心がない。 
例えば、 北朝鮮による拉致問題を現在の安倍政権は全く

進展させるこ とが出来ていない。 また、 2015年の後藤健
二さん等人質事件の時、 安倍首相は、 自らの軽率な発言

がその背景にあったなどとは夢にも思わず、 「 テロ とは

断固戦う」 という陳腐な言を繰り返すだけで、 人質救済

に向けた積極的な対応を取らなかった *22。 かつて、 福
田首相がダッカ日航機ハイ ジヤツク事件のと き、 「人命
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は地球より重い」 と言って、 人質を救出した時の対応と

は全く 違う 。 なるほど、 福田首相はテロリス トに屈した

と して国際社会から批判を受けた。 一方、 小泉や安倍政

権の人質事件に対する対応は、 テロに屈しないと唱える

だけで、 政府と して断固日本人を救う という意思は全く

見られなかった。 東大法学部の銀時計組である福田の意

法認識は、 タ力派の改意論者と してのみ知られるが、 意

法に対する認識の深さにおいて、 小泉や安倍らとは雲泥

の差があったのではないかと筆者には思われる。

安倍首相は、 2014年 2 月 3 日の衆院予算委員会で、
「 (意法は) 国家権力を縛るものだという考え方はあるが、
それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的

な考え方であって、 今まさに憲法という のは、 日本とい

う国の形、 そして理想と未来を語るものではないか」 と

答え てい る *230 これは意法の試験の答案と しては落第

点である。 近代立意主義とはいかなるものかを全く 理解

していない驚く べき答弁である *24。 意法とは国民一人
ひと り を個人と して尊重し、 その人権を守るために国家

権力をしばるものであるという立意主義の説明は、 大学

のみならず中学 ・ 高校の意法授業の要である。 また、 現

行意法は理想と未来を語っていないとでもいう のであろ

う か。 むしろ自民党の改意派は、 現行意法の前文や 9 条
を理想的過ぎると批判してきたのではなかったか。 2012 
年の自民党日本国意法改正草案 ( 自民党改正案と略称す
る) の前文と、 現行意法の前文を比較せられよ。 いずれ
が理想と未来を語って格調高いかは一目瞭然であろう 。

しかし、 本来、 意法は 「理想と未来を語る」 ものでは

ない。 1 億の主権者たる日本人の考える理想と未来は、
各人にと って多種多様である。 そう した多種多様なもの

を無理矢理まとめるこ とは不可能であり、 まして、 政権

がそれを提示するこ とはフ ァ シズムである。 国家は国民

一人ひと りの内面に立ち入らないという のが、 近代立意

主義の大前提である。 国民一人ひと りがその個性と能力

を最大限に発揮出来るよう な自由で平等な社会の構築こ

そ広義の立意主義といえよう 。

憲法第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、 国会議員、
裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義

務を負う 。」 は、 立意主義の要請である。 意法は国民に

ではなく 、 国家権力を担う側にその尊重と擁護の義務を

課している。 しかるに、 自民党改正案では、 意法が国民

を縛るものと なってしまっている。 立意主義に対する無

知、 これに優るものはない。

集団的自衛権の行使について、 安倍首相は2014年 2 月
12 日の衆院予算委貝会で 「 (意法解釈の) 最高責任者は
私だ。 政府答弁に私が責任を持って、 その上で私たちは

選挙で国民の審判を受ける。 審判を受けるのは内閣法制

局長官ではない。 私だ」、 「閣議決定で決めて初めて完全

に確定する。 その後、 国会で議論をいただく こ とになる」




